
◆希望の党から第一歩！
9月28日国会冒頭の解散後、民進党両院議員総会で「希望の党

への事実上の合流」が了承されました。
私、たけまさ公一は政権交代可能な二大政党の実現を目指し、

平成12年に衆議院議員選挙で民主党初当選以来6期17年間衆議院
議員として活動し、この間、政権交代を実現し、外務・財務両副
大臣を務めました。野党になって5年間には衆議院憲法審査会会
長代理として「与野党で丁寧に議論を重ねる」という平成12年来
の伝統に則り野党筆頭幹事として憲法論議をリードしてきました。
これまで旧民主党、民進党衆議院議員としての活動をご支援ご協
力ご声援を頂いた皆様に心から感謝申し上げます。
10月3日、私、たけまさ公一は民進党を離党し、希望の党に加わることになりました。

政権交代可能な二大政党の一翼を担うものであります。この5年間の安倍政権の一強体制
がもたらした問答無用の政治を終わらせる必要があるからです。
ただしこの間、民進党前衆議院議員がこぞって希望の党へ合流とはならず、党が分かれ

ることになったのは残念であります。しかし「安倍政権を終わらせる」という一点に絞っ
てはその志は同じであると思います。
希望の党に加わることが、急な解散とは言え、十分なご説明・ご相談を皆様にできずに

決定に至ったこと、心からお詫び申し上げます。

◆希望の党綱領（平成29年9月26日）
我が党は、立憲主義と民主主義に立脚し、次の理念に基づき党の運営を行う。常に未来

を見据え、そこを起点に今、この時、何をすべきかを発想するものとする。
１．我が国を含め世界で深刻化する社会の分断を包摂する、寛容な改革保守政党を目指

す。
２．国民の知る権利を守るため情報公開を徹底し、国政の奥深いところにはびこる「し

がらみ政治」から脱却する。
３．国民の生命・自由・財産を守り抜き、国民が希望と活力を持って暮らせる生活基盤

を築き上げることを基本責務とする。
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４．平和主義のもと、現実的な外交・安全保障政策を展開する。
５．税金の有効活用(ワイズ・スペンディング)の徹底、民間のイノベーションの最大活

用を図り、持続可能な社会基盤の構築を目指す。
６．国民が多様な人生を送ることのできる社会を実現する。若者が希望を持ち、高齢

者の健康長寿を促進し、女性も男性も活躍できる社会づくりに注力する。

◆憲法について
たけまさ公一は、憲法は国民の権利を守るもの、権力の暴走独走を押さえるものであ

るという「立憲主義」そして憲法9条にある「平和主義」にもとづいて以下の3点を「い
ま憲法に加えるならば」と提起します。

①国民の知る権利 ②首相の解散権の制約 ③国と地方のあり方
の3点です。その意図は、
①は、世界における報道の自由度ランキング72位(安倍政権で50位もランクを下げる）
に加え、今回の解散が森友・加計隠しと言われるため。

②は、今回の解散は個利個略、党利党略の「大義なき解散」であり、首相が好き勝手
に解散できぬように制約が必要だからです。2011年任期固定法を成立させたキャメ
ロン前英国首相とも今年7月に私、たけまさ公一は意見交換を行ってきました。

③は、1000兆円の国の借金、一方、地方は基金が積み上がっていると言われ、国と地
方をあわせた財政再建も、地方分権で道州制を含めた見直しがそのきっかけになりま
す。何よりも行政のチェックは一番身近な自治体が一番目が届くからです。

また、「憲法9条に自衛隊を加える」という提案には与（くみ）しません。北朝鮮の核
ミサイル拉致への対応から現実的な外交・安全保障対策は必要ですが、「9条に自衛隊を
加える」議論の優先度は高くありません。自衛隊が災害支援等国民生活に多大な貢献を
していることと、「9条に自衛隊を加えること」は意味が異なるからです。
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